
  

一 

令和 6 年 2 月 20 日（火曜日） 千 葉 県 報 号外第６号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
減
免
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

二 

規

則 

 

千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
組
織
規
程

昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
百
四
十
条
の
表
中

柏
市

を

我
孫
子
市

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
二
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を

使
用
前
自
主
検
査
及
び
使
用
前
自
己
確
認

に
改
め

同
条
第
一

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

主
任
技
術
者
は

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
検
査
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

一 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
前
自
主
検
査

以
下

使
用
前
自
主
検
査

と
い

う

 

そ
の
工
事
が
工
事
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

 

二 

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

以
下

使
用
前
自
己
確
認

と

い
う

 

そ
の
工
事
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

 

第
十
七
条
の
二
第
二
項
中

の
実
施

を

又
は
使
用
前
自
己
確
認
の
実
施

に
改
め
る

 

 

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

サ
イ
バ

セ
キ

リ
テ

の
確
保

 

第
二
十
一
条
の
二 

施
設
管
理
者
又
は
工
事
管
理
者
は

工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め

経
済
産
業

省
の
定
め
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
サ
イ
バ

セ
キ

リ
テ

の
確
保
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
基
づ
き

サ
イ
バ

セ
キ

リ
テ

サ
イ
バ

セ
キ

リ
テ

基
本
法

平
成
二
十
六
年
法
律
第

百
四
号

第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ

セ
キ

リ
テ

を
い
う

の
確
保
の
た
め
の
適
切
な
処
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中

小
売
電
気
事
業
者

の
下
に

又
は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電

事
業
者

を
加
え
る

 

 

別
表
第
三
使
用
前
自
主
検
査
又
は
し
ゆ
ん
工

自
主

検
査
測
定
試
験
記
録
の
項
中

使
用
前
自
主
検

査
又
は

を

使
用
前
自
主
検
査
測
定
試
験
記
録

使
用
前
自
己
確
認
測
定
試
験
記
録
及
び

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

千
葉
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則

昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 
第
六
条
第
一
項
中

事
業
計
画
書

別
記
第
二
号
様
式

を

事
業
の
計
画
書

に
改
め

同
条
第

二
項
中

事
業
計
画
書

を

事
業
の
計
画
書

に
改
め
る

 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 

公
共
施
設
等
の
除
却
に
係
る
貸
付
対
象
事
業
の
特
例

 

５ 

地
方
財
政
法
附
則
第
三
十
三
条
の
五
の
八
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
を
起
こ
す
市
町
村
等
に
つ
い
て
の

別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

同
表
一
般
事
業
資
金
の
項
中

に
該
当
す
る

と
あ
る
の

は

又
は
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
五
の
八
に
該
当
す
る

と
す
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

2 

月

20

日 

号 
 

外 

 

事
業

計
画

書
 

 
事

業
の

計
画

書
 

 



 
 

 

二 
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手
賀
沼
下
水
道
事
務
所 

柏
市 

 

手
賀
沼
下
水
道
事
務
所 

我
孫
子
市 

 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
別
記
第
七
号
様
式
の
注
を
削
る

 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
財
務
規
則

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

別
表
第
一
東
葛
飾
地
域
振
興
事
務
所
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る

 

告

示 

 

千
葉
県
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
減
免
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
告
示
第
八
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
減
免
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
減
免
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

昭
和
五
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
六
百

八
十
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
一
条
中

者

の
下
に

私
立
の
高
等
学
校
及
び
私
立
の
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
あ
つ
て

は

学
校
法
人
に
限
る

を
加
え
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

                                    

第
二

号
様

式
 

削
除

 

 

を 

 
に
改
め
る

 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


